
閣議決定撤回！ 

憲法違反の集団的自衛権行使に反対する 

１０・８ 日比谷野音大集会＆パレード 

 
     

 

 

 

 
 

＜内容＞（予定） 

●日時 ２０１４年１０月８日（水）午後６時～（午後５時３０分開場） 

●場所 日比谷野外音楽堂 

●内容 

 ○発言 

  宮﨑礼壹氏（元内閣法制局長官／法政大学法科大学院教授） 

青井未帆氏（学習院大学教授） 

上野千鶴子氏（社会学者／戦争をさせない１０００人委員会呼びかけ人） 

中野晃一氏（上智大学教授／立憲デモクラシーの会呼びかけ人） 

三木由希子氏（ＮＰＯ法人情報公開クリアリングハウス理事長） 

高田健氏（解釈で憲法９条を壊すな！実行委員会）ほか 

  ○日弁連からの報告 

  ○パレード（午後７時１５分開始予定：日比谷野外音楽堂→銀座・東京駅方面） 
 

主催：日本弁護士連合会  

共催（予定）：東京弁護士会，第一東京弁護士会，第二東京弁護士会， 

横浜弁護士会，埼玉弁護士会，千葉県弁護士会，関東弁護士会連合会 

協力団体：戦争をさせない１０００人委員会，解釈で憲法９条を壊すな！実行委員会 

立憲デモクラシーの会 

問い合わせ先：日弁連人権第二課 電話０３（３５８０）９９４１ 

 

 本年７月１日，政府は，集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。 
集団的自衛権の行使は，本来，憲法９条の下では許されないことです。 
これは，政府が長年にわたって繰り返し確認してきたところです。 
憲法の基本原理に関わるこのような重大な解釈変更を，一内閣の判断（閣議決定）で行うこ

とは，立憲主義に反し，憲法の存在意義を失わせるものです。 
私たちは，法律家団体として，立憲主義を堅持する立場から，この閣議決定を認めることは

できません。 
みなさん，是非，集会・パレードにご参加ください。 

日本弁護士連合会会長 村越 進 

～国民の声を届けよう！～


